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１ 基本的な考え方 

落札者の決定に当たっては、提案内容の評価に入札価格の評価を加算する総合評価方式を採用し、

予定価格などの制限の範囲内において入札があった者のうち、総得点の最も高い入札者を落札者とす

る。 

(１) 総合評価の方法及び落札者の決定方法 

下記、(2)及び(3)で評価した「技術点」及び「価格点」の合計点数（以下「総合点」という。）が

最も高い者を落札者とする。 

「技術点」と「価格点」のバランスは、３対１とする。入札者の獲得する「総合点」は、「技術点」と

「価格点」の単純な和となる。 

総合点（1000点） ＝ 技術点（750点） ＋ 価格点（250点） 

 

  

(２) 技術点（提案内容の評価） 

提案内容の評価は「提案書評価表」（別紙１）に基づき提案内容を評価し 750点を与える。 

(３) 価格点（入札価格の評価） 

入札価格については、後に示す計算式に基づき入札価格に対する点数を与える。 

(４) 有効数字 

「技術点」及び「価格点」の算出に当たっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数点以下２桁

目で四捨五入する。 

(５) 総合点数が最も高い者が２以上あるとき（同点のとき）の対応 
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ア 入札者それぞれの「技術点」、「価格点」が異なる場合 

「技術点」が高い者を落札者とする。 

イ 入札者それぞれの「技術点」、「価格点」が同じ場合 

「技術評価点」における大項目の配点の高い上位３項目の合計点が高い者を落札者

とする。 

ウ 入札者それぞれの「技術評価点」、「価格評価点」、「技術評価点」における大項目の配点

の高い上位３項目の合計点が同じ場合 

「入札価格」が低い者を落札者とする。なお、「入札価格」まで同じ場合は、別途日を定

め、くじ引きにより落札者を決定する。 

 

２ 提案内容の評価 

(１) 技術点の評価 

「技術点」は、提案書の内容に基づき、以下の手順で行う。 

ア 評価項目の大分類の設定、配点 

「提案書評価表」（別紙１）に基づき評価項目の分類、配点を設定する。 

分類 配点設定 配点割合 

Ⅰ 機能要件について 520 69% 

Ⅱ 学習履歴（スタディ・ログ）の把握について 110 15% 

Ⅲ 研修について 70 9% 

Ⅳ 追加提案 50 7% 

合計 750 100% 

 

イ 評価項目の評価点の考え方 

評価項目単位の採点は 0～5点までの 6段階で評価する配点方式を基本とする。 

(ｱ) 発注者で想定していた提案であれば「3点」（以下「基準点」という。）とする。 

(ｲ) 非常に優れた提案は「5点」とする。 

(ｳ) 非常に低いレベルの提案は「１点」とする。 

(ｴ) その中間レベルには「4点」、「2点」とする。 

(ｵ) 記述のないものは「０点」とする。 

 

※ 配点方式の評価項目が１つでも１点以下であれば、落札者としない。ただし、追加提案

（自由提案）については加点方式とするため該当しない。 

ウ 評価項目の加重点の考え方 

評価項目の重要度に応じて、項目ごとに加重点を設定する。 
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エ 評価項目の得点の算出方法 

評価項目単位の「得点」の算出式は、次のとおりとする。 

「得点」＝「評価項目単位の評価点（５点）」×「加重点」 

オ 技術点の算出方法 

「技術点」は、「得点」の合計点とする。 

 

(２) 技術点の減点について 

ア 提案書のページ数について 

提案書の総ページ数が 80ページを超えた場合は、「技術点」から 100点を減点する。

なお、総ページ数が上限を大きく逸脱している場合は、評価しないことがあるので注意す

ること。 

イ 技術点について 

「技術点」の合計が 50％（375点)未満の場合には落札者としない。 

３ 入札価格の評価 

「価格点」の点数算出式は、次のとおりとする。 

「価格点」＝250点×（１－「入札価格」／「予定価格」） 

 

予定価格は、入札に当たっての評価のための数値であり、発注者にて設定する。なお、入札参加者の入

札金額が本件の予定価格を上回った場合は、その時点で失格となり、落札者としない。（提案内容の評

価は行わない。） 

 

４ 総合点の算出方法 

入札者の獲得する「総合点」は以下のように算出する。 

「総合点」＝「技術点」＋「価格点」 

 

５ その他失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、評価対象から除外する。 

（１）選定委員若しくは本市職員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

（２）他の入札参加者と提案内容またはその意思について相談を行うこと 

（３）提出書類に虚偽の記載を行うこと 

（４）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

以上 


